
附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
商
品
取
引
法
の
審
判
手
続
等
に
お
け
る
参
考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関
す

る
政
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
日
当
の
支
給
の
基
礎
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
出
頭
等
に
必
要
な
日
数
で
、
こ
の

政
令
の
施
行
前
の
日
に
対
応
す
る
も
の
に
係
る
日
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


